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住民が安心して受けられる
保健医療サービスの基盤づくり

※医療安全支援センターは医療法に基づき設置しています。

◎患者の声相談窓口
都民の医療に関する苦情・相談に
対応し、都内の医療機関等や患者・
都民の方に対し、必要に応じ、助言
を行います。

◎医療安全推進協議会等の開催
医療安全支援センターの運営方針
や、地域における医療安全の推進の
ための方策を検討します。

◎医療の安全に関する情報の提供
医療機関等や患者・都民の方に、
医療安全の推進に資する情報を提供
します。

◎研修の実施
医療機関等に対し研修会を開催し、
医療安全に関する知識・技術の習得
の機会を設け資質向上を支援します。

医療安全支援センターの概要
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